
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

読
替
表

○

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
四
条
の
三
十
の
二
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
六
十
八
条
の
二
等

の
読
替
え

1

○

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
の
四
十
九
の
七
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
法
第
六
十
八
条
の
二
等
の
読
替
え

10
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○

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
四
条
の
三
十
の
二
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
六
十
八
条
の
二
等

の
読
替
え

（
傍
線
部
分
が
読
替
部
分
、
波
線
部
分
が
当
然
読
替
部
分
、
網
掛
け
部
分
が
改
正
法
に
よ
る
改
正
箇
所
）

改

正

後

改

正

前

（
改
正
法
・
本
政
令
に
よ
る
改
正
後
）

（
現
行
）

読

替

後

読

替

前

読

替

後

読

替

前

(

社
会
福
祉
住
居
施
設
の
設
置)

(

社
会
福
祉
住
居
施
設
の
設
置)

第
六
十
八
条
の
二

指
定
都
市
以
外
の

第
六
十
八
条
の
二

市
町
村
又
は
社
会

（
新
設
）

（
新
設
）

市
町
村
又
は
社
会
福
祉
法
人
は
、
住

福
祉
法
人
は
、
住
居
の
用
に
供
す
る

居
の
用
に
供
す
る
た
め
の
施
設
を
設

た
め
の
施
設
を
設
置
し
て
、
第
二
種

置
し
て
、
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
を

社
会
福
祉
事
業
を
開
始
し
た
と
き
は

開
始
し
た
と
き
は
、
事
業
開
始
の
日

、
事
業
開
始
の
日
か
ら
一
月
以
内
に

か
ら
一
月
以
内
に
、
そ
の
施
設(

以
下

、
そ
の
施
設(
以
下
「
社
会
福
祉
住
居

「
社
会
福
祉
住
居
施
設
」
と
い
う
。)

施
設
」
と
い
う
。)
を
設
置
し
た
地
の

を
設
置
し
た
地
の
指
定
都
市
の
市
長

都
道
府
県
知
事
に
、
次
に
掲
げ
る
事

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
届
け
出
な

項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

施
設
の
名
称
及
び
種
類

一

施
設
の
名
称
及
び
種
類

二

設
置
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住

二

設
置
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住

所
、
経
歴
及
び
資
産
状
況

所
、
経
歴
及
び
資
産
状
況

三

条
例
、
定
款
そ
の
他
の
基
本
約

三

条
例
、
定
款
そ
の
他
の
基
本
約

款

款
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四

建
物
そ
の
他
の
設
備
の
規
模
及

四

建
物
そ
の
他
の
設
備
の
規
模
及

び
構
造

び
構
造

五

事
業
開
始
の
年
月
日

五

事
業
開
始
の
年
月
日

六

施
設
の
管
理
者
及
び
実
務
を
担

六

施
設
の
管
理
者
及
び
実
務
を
担

当
す
る
幹
部
職
員
の
氏
名
及
び
経

当
す
る
幹
部
職
員
の
氏
名
及
び
経

歴

歴

七

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る

七

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る

者
に
対
す
る
処
遇
の
方
法

者
に
対
す
る
処
遇
の
方
法

２

国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
及
び
社

２

国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
及
び
社

会
福
祉
法
人
以
外
の
者
は
、
社
会
福

会
福
祉
法
人
以
外
の
者
は
、
社
会
福

祉
住
居
施
設
を
設
置
し
て
、
第
二
種

祉
住
居
施
設
を
設
置
し
て
、
第
二
種

社
会
福
祉
事
業
を
経
営
し
よ
う
と
す

社
会
福
祉
事
業
を
経
営
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
そ
の
事
業
の
開
始
前
に

る
と
き
は
、
そ
の
事
業
の
開
始
前
に

、
そ
の
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る

、
そ
の
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る

地
の
指
定
都
市
の
市
長
に
、
前
項
各

地
の
都
道
府
県
知
事
に
、
前
項
各
号

号
に
掲
げ
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ

に
掲
げ
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば

ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

(

社
会
福
祉
住
居
施
設
に
係
る
届
出
事

(

社
会
福
祉
住
居
施
設
に
係
る
届
出
事

項
の
変
更)

項
の
変
更)

第
六
十
八
条
の
三

前
条
第
一
項
の
規

第
六
十
八
条
の
三

前
条
第
一
項
の
規

（
新
設
）

（
新
設
）

定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
そ
の

定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
そ
の
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届
け
出
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と

届
け
出
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と

き
は
、
変
更
の
日
か
ら
一
月
以
内
に

き
は
、
変
更
の
日
か
ら
一
月
以
内
に

、
そ
の
旨
を
当
該
指
定
都
市
の
市
長

、
そ
の
旨
を
当
該
都
道
府
県
知
事
に

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

２

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
た
者
は
、
同
条
第
一
項
第
四
号

を
し
た
者
は
、
同
条
第
一
項
第
四
号

、
第
五
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事

、
第
五
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事

項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
当
該
指
定

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
当
該
都
道

都
市
の
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

ら
な
い
。

な
い
。

３

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

３

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
た
者
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号

を
し
た
者
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲

か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲

げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変

げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変

更
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
そ
の
旨

更
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
そ
の
旨

を
当
該
指
定
都
市
の
市
長
に
届
け
出

を
当
該
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
社
会
福
祉
住
居
施
設
の
廃
止
）

（
社
会
福
祉
住
居
施
設
の
廃
止
）

第
六
十
八
条
の
四

第
六
十
八
条
の
二

第
六
十
八
条
の
四

第
六
十
八
条
の
二

（
新
設
）

（
新
設
）

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
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届
出
を
し
た
者
は
、
そ
の
事
業
を
廃

届
出
を
し
た
者
は
、
そ
の
事
業
を
廃

止
し
た
と
き
は
、
廃
止
の
日
か
ら
一

止
し
た
と
き
は
、
廃
止
の
日
か
ら
一

月
以
内
に
、
そ
の
旨
を
当
該
指
定
都

月
以
内
に
、
そ
の
旨
を
当
該
都
道
府

市
の
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
い
。

い
。

（
社
会
福
祉
住
居
施
設
の
基
準
）

（
社
会
福
祉
住
居
施
設
の
基
準
）

第
六
十
八
条
の
五

指
定
都
市
は
、
社

第
六
十
八
条
の
五

都
道
府
県
は
、
社

（
新
設
）

（
新
設
）

会
福
祉
住
居
施
設
（
都
道
府
県
が
設

会
福
祉
住
居
施
設
の
設
備
の
規
模
及

置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設
備
の

び
構
造
並
び
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提

規
模
及
び
構
造
並
び
に
福
祉
サ
ー
ビ

供
の
方
法
、
利
用
者
等
か
ら
の
苦
情

ス
の
提
供
の
方
法
、
利
用
者
等
か
ら

へ
の
対
応
そ
の
他
の
社
会
福
祉
住
居

の
苦
情
へ
の
対
応
そ
の
他
の
社
会
福

施
設
の
運
営
に
つ
い
て
、
条
例
で
基

祉
住
居
施
設
（
都
道
府
県
が
設
置
す

準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
も
の
を
除
く
。
）
の
運
営
に
つ
い

て
、
条
例
で
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

指
定
都
市
が
前
項
の
条
例
を
定
め

２

都
道
府
県
が
前
項
の
条
例
を
定
め

る
に
当
た
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事

る
に
当
た
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
令
で
定

項
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
基
準
を
標
準
と
し
て
定
め
る
も

め
る
基
準
を
標
準
と
し
て
定
め
る
も

の
と
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て

の
と
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て



- 5 -

は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を

は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を

参
酌
す
る
も
の
と
す
る
。

参
酌
す
る
も
の
と
す
る
。

一

社
会
福
祉
住
居
施
設
（
都
道
府

一

社
会
福
祉
住
居
施
設
に
配
置
す

県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）

る
職
員
及
び
そ
の
員
数

に
配
置
す
る
職
員
及
び
そ
の
員
数

二

社
会
福
祉
住
居
施
設
（
都
道
府

二

社
会
福
祉
住
居
施
設
に
係
る
居

県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）

室
の
床
面
積

に
係
る
居
室
の
床
面
積

三

社
会
福
祉
住
居
施
設
（
都
道
府

三

社
会
福
祉
住
居
施
設
の
運
営
に

県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）

関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
、
利
用
者

の
運
営
に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て

の
適
切
な
処
遇
及
び
安
全
の
確
保

、
利
用
者
の
適
切
な
処
遇
及
び
安

並
び
に
秘
密
の
保
持
に
密
接
に
関

全
の
確
保
並
び
に
秘
密
の
保
持
に

連
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省

密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
厚

令
で
定
め
る
も
の

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

四

社
会
福
祉
住
居
施
設
（
都
道
府

四

社
会
福
祉
住
居
施
設
の
利
用
定

県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）

員

の
利
用
定
員

３

社
会
福
祉
住
居
施
設
の
設
置
者
（

３

社
会
福
祉
住
居
施
設
の
設
置
者
は

都
道
府
県
を
除
く
。
）
は
、
第
一
項

、
第
一
項
の
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ

の
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ば
な
ら
な
い
。

い
。
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（
改
善
命
令
）

（
改
善
命
令
）

（
改
善
命
令
）

（
改
善
命
令
）

第
七
十
一
条

指
定
都
市
の
市
長
は
、
第

第
七
十
一
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第

第
七
十
一
条

指
定
都
市
の
市
長
は
、
第

第
七
十
一
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
六

六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

を
し
、
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定

出
を
し
、
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の

を
し
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

し
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

に
よ
る
許
可
を
受
け
て
社
会
福
祉
事
業

規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
社
会
福

る
許
可
を
受
け
て
社
会
福
祉
事
業
を
経

許
可
を
受
け
て
社
会
福
祉
事
業
を
経
営

を
経
営
す
る
者
の
施
設
又
は
第
六
十
八

祉
事
業
を
経
営
す
る
者
の
施
設
又
は

営
す
る
者
の
施
設
が
、
第
六
十
五
条
第

す
る
者
の
施
設
が
、
第
六
十
五
条
第
一

条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規

第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は

一
項
の
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
ら

項
の
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
ら
れ

定
に
よ
る
届
出
を
し
て
社
会
福
祉
事
業

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て

れ
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
業
を

る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
業
を
経

を
経
営
す
る
者
の
施
設
が
、
第
六
十
五

社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
の
施

経
営
す
る
者
に
対
し
、
同
項
の
基
準
に

営
す
る
者
に
対
し
、
同
項
の
基
準
に
適

条
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
の
五
第
一

設
が
、
第
六
十
五
条
第
一
項
又
は
第

適
合
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
採
る

合
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
採
る
べ

項
の
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
ら
れ

六
十
八
条
の
五
第
一
項
の
基
準
に
適

べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
業
を
経

合
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た

営
す
る
者
に
対
し
、
当
該
基
準
に
適
合

と
き
は
、
そ
の
事
業
を
経
営
す
る
者

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き

に
対
し
、
当
該
基
準
に
適
合
す
る
た

旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

め
に
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
旨
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
許
可
の
取
消
し
等
）

（
許
可
の
取
消
し
等
）

（
許
可
の
取
消
し
等
）

（
許
可
の
取
消
し
等
）

第
七
十
二
条

指
定
都
市
の
市
長
は
、
第

第
七
十
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
六

第
七
十
二
条

指
定
都
市
の
市
長
は
、
第

第
七
十
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
六

六
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
七
条
第
一

十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項

六
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
七
条
第
一

十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項

項
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く

、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く

項
若
し
く
は
第
六
十
九
条
第
一
項
の
届

若
し
く
は
第
六
十
九
条
第
一
項
の
届
出

は
第
二
項
若
し
く
は
第
六
十
九
条
第
一

は
第
二
項
若
し
く
は
第
六
十
九
条
第

出
を
し
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項
若

を
し
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項
若
し
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項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
、
又
は
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
、
又
は

し
く
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
許
可
を

く
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
許
可
を
受

六
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
十
七

第
六
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
十

受
け
て
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者

け
て
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
が

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け

七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

が
、
第
六
十
二
条
第
六
項
（
第
六
十
三

、
第
六
十
二
条
第
六
項
（
第
六
十
三
条

て
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
が
、

け
て
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
が

条
第
三
項
及
び
第
六
十
七
条
第
五
項
に

第
三
項
及
び
第
六
十
七
条
第
五
項
に
お

第
六
十
二
条
第
六
項(

第
六
十
三
条
第

、
第
六
十
二
条
第
六
項
（
第
六
十
三
条

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

三
項
及
び
第
六
十
七
条
第
五
項
に
お
い

第
三
項
及
び
第
六
十
七
条
第
五
項
に
お

規
定
に
よ
る
条
件
に
違
反
し
、
第
六
十

定
に
よ
る
条
件
に
違
反
し
、
第
六
十
三

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十

に
よ
る
条
件
に
違
反
し
、
第
六
十
三
条

定
に
よ
る
条
件
に
違
反
し
、
第
六
十
三

十
八
条
若
し
く
は
第
六
十
九
条
第
二
項

八
条
若
し
く
は
第
六
十
九
条
第
二
項
の

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
八

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十

の
規
定
に
違
反
し
、
第
七
十
条
の
規
定

規
定
に
違
反
し
、
第
七
十
条
の
規
定
に

条
、
第
六
十
八
条
の
三
若
し
く
は
第
六

八
条
、
第
六
十
八
条
の
三
若
し
く
は
第

に
よ
る
報
告
の
求
め
に
応
ぜ
ず
、
若
し

よ
る
報
告
の
求
め
に
応
ぜ
ず
、
若
し
く

十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
、
第

六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
、

く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
同
条
の
規
定

は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
同
条
の
規
定
に

七
十
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
求
め
に

第
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
求
め

に
よ
る
当
該
職
員
の
検
査
若
し
く
は
調

よ
る
当
該
職
員
の
検
査
若
し
く
は
調
査

応
ぜ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し

に
応
ぜ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を

査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し

を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、

、
同
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
検

し
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の

、
前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し

前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
、

査
若
し
く
は
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

検
査
若
し
く
は
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、

、
又
は
そ
の
事
業
に
関
し
不
当
に
営
利

又
は
そ
の
事
業
に
関
し
不
当
に
営
利
を

し
く
は
忌
避
し
、
前
条
の
規
定
に
よ
る

若
し
く
は
忌
避
し
、
前
条
の
規
定
に
よ

を
図
り
、
若
し
く
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

図
り
、
若
し
く
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提

命
令
に
違
反
し
、
又
は
そ
の
事
業
に
関

る
命
令
に
違
反
し
、
又
は
そ
の
事
業
に

提
供
を
受
け
る
者
の
処
遇
に
つ
き
不
当

供
を
受
け
る
者
の
処
遇
に
つ
き
不
当
な

し
不
当
に
営
利
を
図
り
、
若
し
く
は
福

関
し
不
当
に
営
利
を
図
り
、
若
し
く
は

な
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対

行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し

祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
者
の
処

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
者
の

し
、
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
こ
と

、
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
こ
と
を

遇
に
つ
き
不
当
な
行
為
を
し
た
と
き
は

処
遇
に
つ
き
不
当
な
行
為
を
し
た
と
き

を
制
限
し
、
そ
の
停
止
を
命
じ
、
又
は

制
限
し
、
そ
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
第

、
そ
の
者
に
対
し
、
社
会
福
祉
事
業
を

は
、
そ
の
者
に
対
し
、
社
会
福
祉
事
業

第
六
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
十

六
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
十
七

経
営
す
る
こ
と
を
制
限
し
、
そ
の
停
止

を
経
営
す
る
こ
と
を
制
限
し
、
そ
の
停

七
条
第
二
項
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と

条
第
二
項
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が

を
命
じ
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項
若

止
を
命
じ
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項

が
で
き
る
。

で
き
る
。
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し
く
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
許
可
を

若
し
く
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
許
可

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

指
定
都
市
の
市
長
は
、
第
六
十
二
条

２

都
道
府
県
知
事
は
、
第
六
十
二
条
第

２

指
定
都
市
の
市
長
は
、
第
六
十
二
条

２

都
道
府
県
知
事
は
、
第
六
十
二
条
第

第
一
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項
、
第
六

一
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項
、
第
六
十

第
一
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項
若
し
く

一
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は

十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

は
第
六
十
九
条
第
一
項
の
届
出
を
し
、

第
六
十
九
条
第
一
項
の
届
出
を
し
、
若

若
し
く
は
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定

若
し
く
は
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定

若
し
く
は
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
他

し
く
は
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
他
の

に
よ
る
届
出
を
し
、
若
し
く
は
第
七
十

に
よ
る
届
出
を
し
、
若
し
く
は
第
七
十

の
法
律
に
基
づ
く
届
出
を
し
、
又
は
第

法
律
に
基
づ
く
届
出
を
し
、
又
は
第
六

四
条
に
規
定
す
る
他
の
法
律
に
基
づ
く

四
条
に
規
定
す
る
他
の
法
律
に
基
づ
く

六
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
十
七

十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
十
七
条

届
出
を
し
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項

届
出
を
し
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項

条
第
二
項
の
許
可
を
受
け
、
若
し
く
は

第
二
項
の
許
可
を
受
け
、
若
し
く
は
第

若
し
く
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定

若
し
く
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定

第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
他
の
法
律
に

七
十
四
条
に
規
定
す
る
他
の
法
律
に
基

に
よ
る
許
可
を
受
け
、
若
し
く
は
第
七

に
よ
る
許
可
を
受
け
、
若
し
く
は
第
七

基
づ
く
許
可
若
し
く
は
認
可
を
受
け
て

づ
く
許
可
若
し
く
は
認
可
を
受
け
て
社

十
四
条
に
規
定
す
る
他
の
法
律
に
基
づ

十
四
条
に
規
定
す
る
他
の
法
律
に
基
づ

社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
（
次
章

会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
（
次
章
に

く
許
可
若
し
く
は
認
可
を
受
け
て
社
会

く
許
可
若
し
く
は
認
可
を
受
け
て
社
会

に
お
い
て
「
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者

お
い
て
「
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
」

福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者(

次
章
に
お

福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
（
次
章
に
お

」
と
い
う
。
）
が
、
第
七
十
七
条
又
は

と
い
う
。
）
が
、
第
七
十
七
条
又
は
第

い
て
「
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
」
と

い
て
「
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
」
と

第
七
十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き

七
十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は

い
う
。)

が
、
第
七
十
七
条
又
は
第
七

い
う
。
）
が
、
第
七
十
七
条
又
は
第
七

は
、
そ
の
者
に
対
し
、
社
会
福
祉
事
業

、
そ
の
者
に
対
し
、
社
会
福
祉
事
業
を

十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、

十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、

を
経
営
す
る
こ
と
を
制
限
し
、
そ
の
停

経
営
す
る
こ
と
を
制
限
し
、
そ
の
停
止

そ
の
者
に
対
し
、
社
会
福
祉
事
業
を
経

そ
の
者
に
対
し
、
社
会
福
祉
事
業
を
経

止
を
命
じ
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項

を
命
じ
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項
若

営
す
る
こ
と
を
制
限
し
、
そ
の
停
止
を

営
す
る
こ
と
を
制
限
し
、
そ
の
停
止
を

若
し
く
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
許
可

し
く
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
許
可
若

命
じ
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項
若
し

命
じ
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項
若
し

若
し
く
は
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
他

し
く
は
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
他
の

く
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
許
可
若
し

く
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
許
可
若
し

の
法
律
に
基
づ
く
許
可
若
し
く
は
認
可

法
律
に
基
づ
く
許
可
若
し
く
は
認
可
を

く
は
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
他
の
法

く
は
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
他
の
法

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

律
に
基
づ
く
許
可
若
し
く
は
認
可
を
取

律
に
基
づ
く
許
可
若
し
く
は
認
可
を
取
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り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

３

指
定
都
市
の
市
長
は
、
第
六
十
二
条

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
六
十
二
条
第

３

指
定
都
市
の
市
長
は
、
第
六
十
二
条

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
六
十
二
条
第

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
七

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
七
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
七

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
七
条

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
八

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
十

八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又

条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
社

九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
社
会

は
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反

は
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反

会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
が
、
そ
の

福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
が
、
そ
の
事

し
て
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
が

し
て
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
が

事
業
に
関
し
不
当
に
営
利
を
図
り
、
若

業
に
関
し
不
当
に
営
利
を
図
り
、
若
し

、
そ
の
事
業
に
関
し
不
当
に
営
利
を
図

、
そ
の
事
業
に
関
し
不
当
に
営
利
を
図

し
く
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け

く
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る

り
、
若
し
く
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

り
、
若
し
く
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

る
者
の
処
遇
に
つ
き
不
当
の
行
為
を
し

者
の
処
遇
に
つ
き
不
当
の
行
為
を
し
た

を
受
け
る
者
の
処
遇
に
つ
き
不
当
の
行

を
受
け
る
者
の
処
遇
に
つ
き
不
当
の
行

た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
社
会
福

と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
社
会
福
祉

為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、

為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、

祉
事
業
を
経
営
す
る
こ
と
を
制
限
し
、

事
業
を
経
営
す
る
こ
と
を
制
限
し
、
又

社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
こ
と
を
制

社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
こ
と
を
制

又
は
そ
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

は
そ
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

限
し
、
又
は
そ
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と

限
し
、
又
は
そ
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と

る
。

。

が
で
き
る
。

が
で
き
る
。
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○

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
の
四
十
九
の
七
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
法
第
六
十
八
条
の
二
等
の
読
替
え

（
傍
線
部
分
が
読
替
部
分
、
波
線
部
分
が
当
然
読
替
部
分
、
網
掛
け
部
分
が
改
正
法
に
よ
る
改
正
箇
所
）

改

正

後

改

正

前

（
改
正
法
・
本
政
令
に
よ
る
改
正
後
）

（
現
行
）

読

替

後

読

替

前

読

替

後

読

替

前

(

社
会
福
祉
住
居
施
設
の
設
置)

(

社
会
福
祉
住
居
施
設
の
設
置)

第
六
十
八
条
の
二

中
核
市
以
外
の
市

第
六
十
八
条
の
二

市
町
村
又
は
社
会

（
新
設
）

（
新
設
）

町
村
又
は
社
会
福
祉
法
人
は
、
住
居

福
祉
法
人
は
、
住
居
の
用
に
供
す
る

の
用
に
供
す
る
た
め
の
施
設
を
設
置

た
め
の
施
設
を
設
置
し
て
、
第
二
種

し
て
、
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
を
開

社
会
福
祉
事
業
を
開
始
し
た
と
き
は

始
し
た
と
き
は
、
事
業
開
始
の
日
か

、
事
業
開
始
の
日
か
ら
一
月
以
内
に

ら
一
月
以
内
に
、
そ
の
施
設(

以
下
「

、
そ
の
施
設(

以
下
「
社
会
福
祉
住
居

社
会
福
祉
住
居
施
設
」
と
い
う
。)

を

施
設
」
と
い
う
。)

を
設
置
し
た
地
の

設
置
し
た
地
の
中
核
市
の
市
長
に
、

都
道
府
県
知
事
に
、
次
に
掲
げ
る
事

次
に
掲
げ
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ

項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一

施
設
の
名
称
及
び
種
類

一

施
設
の
名
称
及
び
種
類

二

設
置
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住

二

設
置
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住

所
、
経
歴
及
び
資
産
状
況

所
、
経
歴
及
び
資
産
状
況

三

条
例
、
定
款
そ
の
他
の
基
本
約

三

条
例
、
定
款
そ
の
他
の
基
本
約

款

款

四

建
物
そ
の
他
の
設
備
の
規
模
及

四

建
物
そ
の
他
の
設
備
の
規
模
及
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び
構
造

び
構
造

五

事
業
開
始
の
年
月
日

五

事
業
開
始
の
年
月
日

六

施
設
の
管
理
者
及
び
実
務
を
担

六

施
設
の
管
理
者
及
び
実
務
を
担

当
す
る
幹
部
職
員
の
氏
名
及
び
経

当
す
る
幹
部
職
員
の
氏
名
及
び
経

歴

歴

七

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る

七

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る

者
に
対
す
る
処
遇
の
方
法

者
に
対
す
る
処
遇
の
方
法

２

国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
及
び
社

２

国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
及
び
社

会
福
祉
法
人
以
外
の
者
は
、
社
会
福

会
福
祉
法
人
以
外
の
者
は
、
社
会
福

祉
住
居
施
設
を
設
置
し
て
、
第
二
種

祉
住
居
施
設
を
設
置
し
て
、
第
二
種

社
会
福
祉
事
業
を
経
営
し
よ
う
と
す

社
会
福
祉
事
業
を
経
営
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
そ
の
事
業
の
開
始
前
に

る
と
き
は
、
そ
の
事
業
の
開
始
前
に

、
そ
の
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る

、
そ
の
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る

地
の
中
核
市
の
市
長
に
、
前
項
各
号

地
の
都
道
府
県
知
事
に
、
前
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば

に
掲
げ
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

(

社
会
福
祉
住
居
施
設
に
係
る
届
出
事

(

社
会
福
祉
住
居
施
設
に
係
る
届
出
事

項
の
変
更)

項
の
変
更)

第
六
十
八
条
の
三

前
条
第
一
項
の
規

第
六
十
八
条
の
三

前
条
第
一
項
の
規

（
新
設
）

（
新
設
）

定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
そ
の

定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
そ
の

届
け
出
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と

届
け
出
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
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き
は
、
変
更
の
日
か
ら
一
月
以
内
に

き
は
、
変
更
の
日
か
ら
一
月
以
内
に

、
そ
の
旨
を
当
該
中
核
市
の
市
長
に

、
そ
の
旨
を
当
該
都
道
府
県
知
事
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

２

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
た
者
は
、
同
条
第
一
項
第
四
号

を
し
た
者
は
、
同
条
第
一
項
第
四
号

、
第
五
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事

、
第
五
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事

項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
当
該
中
核

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
当
該
都
道

市
の
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

３

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

３

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
た
者
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号

を
し
た
者
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲

か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲

げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変

げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変

更
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
そ
の
旨

更
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
そ
の
旨

を
当
該
中
核
市
の
市
長
に
届
け
出
な

を
当
該
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
社
会
福
祉
住
居
施
設
の
廃
止
）

（
社
会
福
祉
住
居
施
設
の
廃
止
）

第
六
十
八
条
の
四

第
六
十
八
条
の
二

第
六
十
八
条
の
四

第
六
十
八
条
の
二

（
新
設
）

（
新
設
）

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
た
者
は
、
そ
の
事
業
を
廃

届
出
を
し
た
者
は
、
そ
の
事
業
を
廃
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止
し
た
と
き
は
、
廃
止
の
日
か
ら
一

止
し
た
と
き
は
、
廃
止
の
日
か
ら
一

月
以
内
に
、
そ
の
旨
を
当
該
中
核
市

月
以
内
に
、
そ
の
旨
を
当
該
都
道
府

の
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

（
社
会
福
祉
住
居
施
設
の
基
準
）

（
社
会
福
祉
住
居
施
設
の
基
準
）

第
六
十
八
条
の
五

中
核
市
は
、
社
会

第
六
十
八
条
の
五

都
道
府
県
は
、
社

（
新
設
）

（
新
設
）

福
祉
住
居
施
設
（
都
道
府
県
が
設
置

会
福
祉
住
居
施
設
の
設
備
の
規
模
及

す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設
備
の
規

び
構
造
並
び
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提

模
及
び
構
造
並
び
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス

供
の
方
法
、
利
用
者
等
か
ら
の
苦
情

の
提
供
の
方
法
、
利
用
者
等
か
ら
の

へ
の
対
応
そ
の
他
の
社
会
福
祉
住
居

苦
情
へ
の
対
応
そ
の
他
の
社
会
福
祉

施
設
の
運
営
に
つ
い
て
、
条
例
で
基

住
居
施
設
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る

準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
を
除
く
。
）
の
運
営
に
つ
い
て

、
条
例
で
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

中
核
市
が
前
項
の
条
例
を
定
め
る

２

都
道
府
県
が
前
項
の
条
例
を
定
め

に
当
た
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

る
に
当
た
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事

に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

項
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
令
で
定

る
基
準
を
標
準
と
し
て
定
め
る
も
の

め
る
基
準
を
標
準
と
し
て
定
め
る
も

と
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は

の
と
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参

は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
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酌
す
る
も
の
と
す
る
。

参
酌
す
る
も
の
と
す
る
。

一

社
会
福
祉
住
居
施
設
（
都
道
府

一

社
会
福
祉
住
居
施
設
に
配
置
す

県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）

る
職
員
及
び
そ
の
員
数

に
配
置
す
る
職
員
及
び
そ
の
員
数

二

社
会
福
祉
住
居
施
設
（
都
道
府

二

社
会
福
祉
住
居
施
設
に
係
る
居

県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）

室
の
床
面
積

に
係
る
居
室
の
床
面
積

三

社
会
福
祉
住
居
施
設
（
都
道
府

三

社
会
福
祉
住
居
施
設
の
運
営
に

県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）

関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
、
利
用
者

の
運
営
に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て

の
適
切
な
処
遇
及
び
安
全
の
確
保

、
利
用
者
の
適
切
な
処
遇
及
び
安

並
び
に
秘
密
の
保
持
に
密
接
に
関

全
の
確
保
並
び
に
秘
密
の
保
持
に

連
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省

密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
厚

令
で
定
め
る
も
の

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

四

社
会
福
祉
住
居
施
設
（
都
道
府

四

社
会
福
祉
住
居
施
設
の
利
用
定

県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）

員

の
利
用
定
員

３

社
会
福
祉
住
居
施
設
の
設
置
者
（

３

社
会
福
祉
住
居
施
設
の
設
置
者
は

都
道
府
県
を
除
く
。
）
は
、
第
一
項

、
第
一
項
の
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ

の
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ば
な
ら
な
い
。

い
。
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（
改
善
命
令
）

（
改
善
命
令
）

（
改
善
命
令
）

（
改
善
命
令
）

第
七
十
一
条

中
核
市
の
市
長
は
、
第
六

第
七
十
一
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第

第
七
十
一
条

中
核
市
の
市
長
は
、
第
六

第
七
十
一
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
六

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
、
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に

出
を
し
、
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の

し
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

し
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

よ
る
許
可
を
受
け
て
社
会
福
祉
事
業
を

規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
社
会
福

許
可
を
受
け
て
社
会
福
祉
事
業
を
経
営

許
可
を
受
け
て
社
会
福
祉
事
業
を
経
営

経
営
す
る
者
の
施
設
又
は
第
六
十
八
条

祉
事
業
を
経
営
す
る
者
の
施
設
又
は

す
る
者
の
施
設
が
、
第
六
十
五
条
第
一

す
る
者
の
施
設
が
、
第
六
十
五
条
第
一

の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定

第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は

項
の
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
ら
れ

項
の
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
ら
れ

に
よ
る
届
出
を
し
て
社
会
福
祉
事
業
を

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て

る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
業
を
経

る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
業
を
経

経
営
す
る
者
の
施
設
が
、
第
六
十
五
条

社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
の
施

営
す
る
者
に
対
し
、
同
項
の
基
準
に
適

営
す
る
者
に
対
し
、
同
項
の
基
準
に
適

第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
の
五
第
一
項

設
が
、
第
六
十
五
条
第
一
項
又
は
第

合
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
採
る
べ

合
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
採
る
べ

の
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る

六
十
八
条
の
五
第
一
項
の
基
準
に
適

き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
業
を
経
営

合
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た

す
る
者
に
対
し
、
当
該
基
準
に
適
合
す

と
き
は
、
そ
の
事
業
を
経
営
す
る
者

る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
旨

に
対
し
、
当
該
基
準
に
適
合
す
る
た

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

め
に
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
旨
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
許
可
の
取
消
し
等
）

（
許
可
の
取
消
し
等
）

（
許
可
の
取
消
し
等
）

（
許
可
の
取
消
し
等
）

第
七
十
二
条

中
核
市
の
市
長
は
、
第
六

第
七
十
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
六

第
七
十
二
条

中
核
市
の
市
長
は
、
第
六

第
七
十
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
六

十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項

十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項

十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項

十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項

、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は

、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く

若
し
く
は
第
六
十
九
条
第
一
項
の
届
出

若
し
く
は
第
六
十
九
条
第
一
項
の
届
出

第
二
項
若
し
く
は
第
六
十
九
条
第
一
項

は
第
二
項
若
し
く
は
第
六
十
九
条
第

を
し
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項
若
し

を
し
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項
若
し

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
、
又
は
第
六

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
、
又
は

く
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
許
可
を
受

く
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
許
可
を
受
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十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
十
七
条

第
六
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
十

け
て
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
が

け
て
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
が

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て

七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

、
第
六
十
二
条
第
六
項
（
第
六
十
三
条

、
第
六
十
二
条
第
六
項
（
第
六
十
三
条

社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
が
、
第

け
て
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
が

第
三
項
及
び
第
六
十
七
条
第
五
項
に
お

第
三
項
及
び
第
六
十
七
条
第
五
項
に
お

六
十
二
条
第
六
項(

第
六
十
三
条
第
三

、
第
六
十
二
条
第
六
項
（
第
六
十
三
条

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

項
及
び
第
六
十
七
条
第
五
項
に
お
い
て

第
三
項
及
び
第
六
十
七
条
第
五
項
に
お

定
に
よ
る
条
件
に
違
反
し
、
第
六
十
三

定
に
よ
る
条
件
に
違
反
し
、
第
六
十
三

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十

よ
る
条
件
に
違
反
し
、
第
六
十
三
条
第

定
に
よ
る
条
件
に
違
反
し
、
第
六
十
三

八
条
若
し
く
は
第
六
十
九
条
第
二
項
の

八
条
若
し
く
は
第
六
十
九
条
第
二
項
の

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
八
条

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十

規
定
に
違
反
し
、
第
七
十
条
の
規
定
に

規
定
に
違
反
し
、
第
七
十
条
の
規
定
に

、
第
六
十
八
条
の
三
若
し
く
は
第
六
十

八
条
、
第
六
十
八
条
の
三
若
し
く
は
第

よ
る
報
告
の
求
め
に
応
ぜ
ず
、
若
し
く

よ
る
報
告
の
求
め
に
応
ぜ
ず
、
若
し
く

九
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
、
第
七

六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
、

は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
同
条
の
規
定
に

は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
同
条
の
規
定
に

十
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
求
め
に
応

第
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
求
め

よ
る
当
該
職
員
の
検
査
若
し
く
は
調
査

よ
る
当
該
職
員
の
検
査
若
し
く
は
調
査

ぜ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、

に
応
ぜ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を

を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、

を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、

同
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
検
査

し
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の

前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
、

前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
、

若
し
く
は
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し

検
査
若
し
く
は
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、

又
は
そ
の
事
業
に
関
し
不
当
に
営
利
を

又
は
そ
の
事
業
に
関
し
不
当
に
営
利
を

く
は
忌
避
し
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
命

若
し
く
は
忌
避
し
、
前
条
の
規
定
に
よ

図
り
、
若
し
く
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提

図
り
、
若
し
く
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提

令
に
違
反
し
、
又
は
そ
の
事
業
に
関
し

る
命
令
に
違
反
し
、
又
は
そ
の
事
業
に

供
を
受
け
る
者
の
処
遇
に
つ
き
不
当
な

供
を
受
け
る
者
の
処
遇
に
つ
き
不
当
な

不
当
に
営
利
を
図
り
、
若
し
く
は
福
祉

関
し
不
当
に
営
利
を
図
り
、
若
し
く
は

行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し

行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
者
の
処
遇

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
者
の

、
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
こ
と
を

、
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
こ
と
を

に
つ
き
不
当
な
行
為
を
し
た
と
き
は
、

処
遇
に
つ
き
不
当
な
行
為
を
し
た
と
き

制
限
し
、
そ
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
第

制
限
し
、
そ
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
第

そ
の
者
に
対
し
、
社
会
福
祉
事
業
を
経

は
、
そ
の
者
に
対
し
、
社
会
福
祉
事
業

六
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
十
七

六
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
十
七

営
す
る
こ
と
を
制
限
し
、
そ
の
停
止
を

を
経
営
す
る
こ
と
を
制
限
し
、
そ
の
停

条
第
二
項
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が

条
第
二
項
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が

命
じ
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項
若
し

止
を
命
じ
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項

で
き
る
。

で
き
る
。

く
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
許
可
を
取

若
し
く
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
許
可
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り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

中
核
市
の
市
長
は
、
第
六
十
二
条
第

２

都
道
府
県
知
事
は
、
第
六
十
二
条
第

２

中
核
市
の
市
長
は
、
第
六
十
二
条
第

２

都
道
府
県
知
事
は
、
第
六
十
二
条
第

一
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項
、
第
六
十

一
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項
、
第
六
十

一
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は

一
項
、
第
六
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は

八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若

八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

第
六
十
九
条
第
一
項
の
届
出
を
し
、
若

第
六
十
九
条
第
一
項
の
届
出
を
し
、
若

し
く
は
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

若
し
く
は
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定

し
く
は
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
他
の

し
く
は
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
他
の

よ
る
届
出
を
し
、
若
し
く
は
第
七
十
四

に
よ
る
届
出
を
し
、
若
し
く
は
第
七
十

法
律
に
基
づ
く
届
出
を
し
、
又
は
第
六

法
律
に
基
づ
く
届
出
を
し
、
又
は
第
六

条
に
規
定
す
る
他
の
法
律
に
基
づ
く
届

四
条
に
規
定
す
る
他
の
法
律
に
基
づ
く

十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
十
七
条

十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
十
七
条

出
を
し
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項
若

届
出
を
し
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項

第
二
項
の
許
可
を
受
け
、
若
し
く
は
第

第
二
項
の
許
可
を
受
け
、
若
し
く
は
第

し
く
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に

若
し
く
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定

七
十
四
条
に
規
定
す
る
他
の
法
律
に
基

七
十
四
条
に
規
定
す
る
他
の
法
律
に
基

よ
る
許
可
を
受
け
、
若
し
く
は
第
七
十

に
よ
る
許
可
を
受
け
、
若
し
く
は
第
七

づ
く
許
可
若
し
く
は
認
可
を
受
け
て
社

づ
く
許
可
若
し
く
は
認
可
を
受
け
て
社

四
条
に
規
定
す
る
他
の
法
律
に
基
づ
く

十
四
条
に
規
定
す
る
他
の
法
律
に
基
づ

会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
（
次
章
に

会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
（
次
章
に

許
可
若
し
く
は
認
可
を
受
け
て
社
会
福

く
許
可
若
し
く
は
認
可
を
受
け
て
社
会

お
い
て
「
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
」

お
い
て
「
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
」

祉
事
業
を
経
営
す
る
者(

次
章
に
お
い

福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
（
次
章
に
お

と
い
う
。
）
が
、
第
七
十
七
条
又
は
第

と
い
う
。
）
が
、
第
七
十
七
条
又
は
第

て
「
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
」
と
い

い
て
「
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
者
」
と

七
十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は

七
十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は

う
。)

が
、
第
七
十
七
条
又
は
第
七
十

い
う
。
）
が
、
第
七
十
七
条
又
は
第
七

、
そ
の
者
に
対
し
、
社
会
福
祉
事
業
を

、
そ
の
者
に
対
し
、
社
会
福
祉
事
業
を

九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ

十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、

経
営
す
る
こ
と
を
制
限
し
、
そ
の
停
止

経
営
す
る
こ
と
を
制
限
し
、
そ
の
停
止

の
者
に
対
し
、
社
会
福
祉
事
業
を
経
営

そ
の
者
に
対
し
、
社
会
福
祉
事
業
を
経

を
命
じ
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項
若

を
命
じ
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項
若

す
る
こ
と
を
制
限
し
、
そ
の
停
止
を
命

営
す
る
こ
と
を
制
限
し
、
そ
の
停
止
を

し
く
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
許
可
若

し
く
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
許
可
若

じ
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項
若
し
く

命
じ
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項
若
し

し
く
は
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
他
の

し
く
は
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
他
の

は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
許
可
若
し
く

く
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
許
可
若
し

法
律
に
基
づ
く
許
可
若
し
く
は
認
可
を

法
律
に
基
づ
く
許
可
若
し
く
は
認
可
を

は
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
他
の
法
律

く
は
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
他
の
法

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

に
基
づ
く
許
可
若
し
く
は
認
可
を
取
り

律
に
基
づ
く
許
可
若
し
く
は
認
可
を
取

消
す
こ
と
が
で
き
る
。

り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
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３

中
核
市
の
市
長
は
、
第
六
十
二
条
第

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
六
十
二
条
第

３

中
核
市
の
市
長
は
、
第
六
十
二
条
第

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
六
十
二
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
七
条

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
七
条

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
七
条

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
七
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
八

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
八

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
十

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
十

条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は

条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又

九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
社
会

九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
社
会

第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し

は
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反

福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
が
、
そ
の
事

福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
が
、
そ
の
事

て
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
者
が
、

し
て
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